
提

出

者

照

屋

寛

徳

平
成
十
八
年
四
月
六
日
提
出

質
問
第
二
〇
七
号

米
軍
人
・
軍
属
の
犯
罪
に
対
す
る
公
務
証
明
書
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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米
軍
人
・
軍
属
の
犯
罪
に
対
す
る
公
務
証
明
書
に
関
す
る
質
問
主
意
書

米
軍
人
・
軍
属
の
犯
罪
と
日
米
地
位
協
定
上
の
第
一
次
裁
判
権
の
問
題
に
つ
い
て
、
衝
撃
的
か
つ
重
要
な
報
告
書
が
発
表
さ

れ
た
。
沖
縄
県
の
包
括
外
部
監
査
人
が
沖
縄
県
に
提
出
し
た
二
〇
〇
五
年
度
の
包
括
外
部
監
査
報
告
書
で
あ
る
。
報
告
書
は
、

沖
縄
の
過
密
な
米
軍
基
地
の
存
在
と
多
発
す
る
米
軍
人
・
軍
属
の
犯
罪
に
つ
い
て
詳
細
に
記
述
を
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
日

米
地
位
協
定
上
の
第
一
次
裁
判
権
の
問
題
に
つ
い
て
、
深
い
洞
察
と
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る
。
監
査
報
告
書
で
の
重
要
な
指

摘
は
、
米
軍
人
・
軍
属
の
ス
ピ
ー
ド
違
反
、
飲
酒
運
転
等
の
道
路
交
通
法
違
反
の
場
合
、
公
務
中
か
公
務
外
か
を
県
警
が
十
分

捜
査
し
て
お
ら
ず
、
交
通
事
故
現
場
等
に
お
け
る
初
動
捜
査
段
階
で
十
分
な
捜
査
を
尽
く
す
よ
う
改
善
策
を
指
摘
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
監
査
報
告
書
は
、
米
軍
人
・
軍
属
に
関
わ
る
犯
罪
の
場
合
、
「
米
軍
が
発
行
す
る
公
務
証
明
書
を
金
科
玉
条
の
如

く
無
条
件
に
鵜
呑
み
に
す
る
必
要
は
な
い
」
「
米
軍
当
局
が
発
行
す
る
公
務
証
明
書
に
は
推
定
効
が
付
与
さ
れ
て
い
る
が
、
反

証
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
監
査
報
告
書
は
、
現
在
の
よ
う
な
捜
査
の
在
り
方
で
は

「
米
軍
人
・
軍
属
が
軍
の
休
日
に
基
地
外
に
遊
興
に
出
掛
け
た
場
合
ま
で
公
務
執
行
中
と
し
て
刑
事
罰
が
免
責
さ
れ
る
可
能
性

を
防
止
で
き
ず
、
甚
だ
不
正
義
・
不
平
等
で
あ
り
、
日
本
国
民
の
保
護
を
放
棄
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
厳
し
く
批
判
し
て
い

る
。
私
は
、
こ
の
監
査
報
告
書
の
指
摘
や
批
判
は
正
し
い
し
、
も
っ
と
も
だ
と
思
う
。

一



よ
っ
て
、
以
下
の
通
り
質
問
す
る
。

一

沖
縄
県
に
お
け
る
、
平
成
十
四
年
、
平
成
十
五
年
、
平
成
十
六
年
各
年
度
の
ス
ピ
ー
ド
違
反
、
飲
酒
運
転
等
道
路
交
通
法

違
反
で
検
挙
さ
れ
た
米
軍
人
・
軍
属
の
件
数
を
、
一
般
道
路
、
沖
縄
自
動
車
道
等
発
生
場
所
を
特
定
し
た
上
で
明
ら
か
に

し
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

沖
縄
県
に
お
い
て
、
平
成
十
四
年
、
平
成
十
五
年
、
平
成
十
六
年
の
各
年
度
に
発
生
し
た
米
軍
人
・
軍
属
の
道
路
交
通
法

違
反
検
挙
事
件
に
つ
い
て
、
米
軍
当
局
か
ら
那
覇
地
方
検
事
正
宛
に
発
行
さ
れ
た
公
務
証
明
書
は
何
件
か
、
明
ら
か
に
し
た

上
で
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

米
軍
人
・
軍
属
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
捜
査
段
階
に
お
い
て
公
務
執
行
中
か
否
か
の
事
情
聴
取
及
び
公
務
証
明
書
が
発
行
さ

れ
た
場
合
の
反
証
は
行
っ
て
い
る
か
、
行
っ
て
い
る
場
合
ど
の
よ
う
な
方
法
で
な
さ
れ
て
い
る
か
、
明
ら
か
に
し
た
上
で
、

政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

米
軍
人
・
軍
属
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
公
務
証
明
書
が
発
行
さ
れ
た
場
合
、
無
条
件
に
公
務
証
明
書
の
通
り
公
務
中
と
認
定

し
て
い
る
の
か
、
公
務
証
明
書
が
発
行
さ
れ
た
の
に
公
務
外
と
認
定
し
た
事
案
が
あ
る
の
か
、
具
体
的
に
特
定
し
た
上
で
、

政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二



五

前
記
監
査
報
告
書
は
、
「
仮
に
真
実
公
務
執
行
中
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
殺
人
等
の
凶
悪
事
件
に
限

ら
ず
、
例
え
ば
ス
ピ
ー
ド
違
反
で
も
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
超
過
等
の
重
大
違
反
に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
に
対
し
て
裁
判

権
の
放
棄
を
要
請
す
べ
き
で
あ
る
」
と
指
摘
を
す
る
。
重
大
か
つ
凶
悪
事
件
に
限
ら
ず
、
悪
質
事
犯
に
つ
い
て
裁
判
権
の
放

棄
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
求
め
る
べ
き
だ
と
思
う
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


